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研究成果の概要（和文）：（１）労働組合の活性化のために、重要な点は、以下である。①コミュニティ、地域住民、
市民運動等との連携、②労働者のニーズの明確化とその実現、③企業の枠を超えた組織や活動スタイルの転換に向けて
の企業別組合の連合体の重視、例えば、産別組織への権限・機能の委譲、地域組合への二重加盟などである。
（２）憲法28 条が保障する対抗的労使関係に基づく集団的自治を実質化させるには、従来の労働団体法理では限界が
あり、その見直しが必要である。具体的には、労働者概念、使用者概念、インターネットを用いた組合活動や取引先等
に対するボイコットという圧力行動など新奇な活動スタイルなどが挙げられる。

研究成果の概要（英文）：(1)For the activation of the labor union, the important points are as follows. 1. 
Connection with the community, the local residents,the citizens' movement and so on. 2. For the transfer 
to the organisation exceeded the limit of the company, the federation of the company unions is necessary.
(2) The conventional labor union principles of law have the limits in order to actualize the collective 
self-government based on the labor-management relations which the constitution Article 28 guarantees, and 
it is necessary to review specifically the concept of worker and employer, and novel activity-styles 
including the activity of the trade union, the pressure action on the employer and the boycott using the 
Internet.

研究分野： 労働法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）経済のグローバル化の進展に伴い、国
内外の環境は大きく変化した。企業側は、企
業組織の再編（持ち株会社化、分社・分割化、
事業譲渡等）を通じた企業のネットワーク化
や雇用形態の多様化を進めている。これに対
して、大半の労働組合は、依然として正社員
を対象とする企業別との組織形態のままで
あり、力量は相当低下している。このため、
労働組合を必要とする客観的条件（非正規労
働・ワーキングプアの増加、労働条件の劣悪
化など）が存するにもかかわらず、組織率は
20％を切り、憲法 28 条が想定する対抗的労
使関係に基づく集団的自治は形骸化してい
るのが現状である。したがって、労働組合の
現代的意義を問い直してその再生を展望し
つつ、新たな発想に基づく労働団体（集団的
労使関係）法理の構築が重要な課題になって
いる。 
 
２．研究の目的 

90 年代以降、労使を取り巻く情勢が相当
変動したにもかかわらず、労働組合サイドで
は、コミュニティ・ユニオンなどを除き、こ
れに対応する注目すべき動きは見られず、労
働組合の存在意義が問われかねない状況に
ある。本研究は、こうした現状に鑑み、①企
業外活動を重視する（日本の）労働組合の実
態調査、及び新たな組合活動などを展開する
アメリカ・韓国・ドイツでの海外調査を踏ま
えて、企業内労使関係を前提にする労働団体
法理を再検討すること、②「労働組合の再生」
を視野に入れつつ、労働者に近接する者の組
織の実情を解明するとともに、労働組合の魅
力を高める活動領域を拡大するための理論
的・立法論的考察を行うものである。 
 
３．研究の方法 
本研究は、文献研究のみならず、国内外の

実態調査も重視し、多面的な角度からの研究
方法を採用した。このため、初年度は文献研
究と実態調査を行い、本研究の具体的課題を
明確にした。２年目は、韓国での海外調査を
実施し、参考にすべき労働組合のネットワー
ク化と活動内容、労働者概念、企業横断的労
働条件規制などの実情と課題を検討した。そ
して３年目は、ドイツ及びアメリカの実情調
査とともに、研究の総括を行った。 
 
 
４．研究成果 
 
（2013 年度） 
国内の労働組合の実態調査、組合関係者と

のシンポの開催、そして文献研究を通じて、
具体的課題の明確化などを行った。 
（１）労働組合調査 
東京及び大阪において注目すべき活動を

している労働組合の聞取り調査を実施した。
調査組合は、ジャパンユニオン、東京東部労

働組合、全港湾関西地本の３組合である。さ
らに、後述するミニシンポで４つの組合から
も実情を聴取した。こうした調査を通じて明
らかになったのは以下の諸点である。①日本
では、企業別組合が大半であり、これが組合
活動停滞の主因であるが、産別機能を発揮し
た取り組みをしている組合は、使用者団体と
協約を締結し、労働条件改善に重要な役割を
果たしている。②インターネットが組合活動
に不可欠なツールになり、新たな活動領域拡
大の可能性を秘めている。③労働条件などを
めぐる多様な個別紛争に関する相談が多く、
労働組合を必要とする客観的条件が存在し
ている。 
（２）ミニシンポの開催 
ミニシンポ「新しい労働組合組織・活動領

域を求めて！」を開催した（参加者２０名）。
ここでは、５本の報告が行われ、明確となっ
た課題は、①組織形態の改変の必要性、②賃
上げなど本来の活動の活発化、③労働組合の
魅力を高める活動領域の開拓などである。 
（シンポの内容） 
①趣旨説明 名古道功氏（金沢大学人間社会
学域法学類教授） 
②大阪電気通信産業合同労働組合（大阪全通
合同）：山﨑秀樹氏 
③日本民間放送労働組合連合会（民放労連）
近畿地区労働組合：吉沢弘氏 
④大阪自治体労働組合総連合（大阪自治労
連）公務公共一般労働組合：西崎勇次氏 
⑤航空一般労働組合スカイネットワ－ク：赤
田克彦氏 
（３）文献研究は、名古及び豊川が主として
労働法に関連して、労働組合論の課題、伍賀
が労働組合論の課題、そして長谷河がフラン
チャイズをめぐる法律問題を取り上げた。特
に労働法理論では、企業別組合を前提にした
理論が骨格を形成しており、この修正が課題
である点を明らかにした。 
 
（2014 年度） 
（１）韓国調査 
インタービューを実施した労働組合は、①

民主労総、②韓国労総、③金属労組、④サー
ビス労組、⑤青年ユニオンであり、このほか
に研究者から韓国の集団的労使関係の意見
を聞いた。その成果は、以下の通りである。 
①日本よりも組織率は低いが、活発な活動を
行っている。 
②民主労総及び韓国労総とも産別化をめざ
し、統一交渉での労働条件統一との本来の目
的を追求している。しかし、中小企業の組合
が中心であり、大企業労組の多くは消極的な
対応である。また使用者側は、使用者団体を
結成せず、交渉相手がいないとの問題もある。
③最近導入された複数組合制度やタイムオ
フ制度（専従制）が労使関係に影響を及ぼし
ている。民主労総は、複数組合制度に賛成の
立場であったが、使用者が組合弱体化に利用
しており、懐疑的になっている。タイムオフ



制度に対しても、組合専従者が制限されるこ
とになり、組合活動の弱体化が懸念されてい
る。 
④日本においても産別組織を構築するには、
組合自身の意識的な取り組みが重要となる。 
（２）個別・共同研究  
 共同研究会では、協力研究者も参加して、
韓国調査の成果と課題、分担研究者の研究報
告がなされた。 
長谷河報告は、「労働者及び労働組合とフ

ランチャイズ・システム」とのテーマでなさ
れた。①コンビニ店長を労組法上の労働者と
判断した岡山地労委命令（平 26・3・13）は
注目すべき内容であり、実態を重視した判断
が検討された。②アメリカでは、店主は労働
者であるから、時間外手当等の支給を求める
訴訟が多発している。③アメリカでは、脆弱
な地位にある加盟店主を保護するため FC 規
制法を制定する州があり、日本でも検討すべ
きである。 
名古報告は韓国調査の検討及び産別労使

関係に関する日本の研究動向が紹介され、今
後の研究課題が提示され、次年度に注目すべ
き研究を行っている研究者を招請すること
になった。 
 
（2015 年度） 
最終年度は、アメリカ労働運動研究者との

共同研究、アメリカとドイツの実態調査、そ
して総括的研究を行った。 
（１）共同研究 
山崎憲氏（JILPT）とチャールズ・ウエザ

ール氏（大阪市立大学）の報告で得られた成
果は以下の通りである。 
①アメリカの労働組合は、労働者のみならず、
コミュニティや住民・保護者などとの連携を
重視し、緩やかな連帯強化とのスタイルを追
求している。AFL-CIO（アメリカ労働総同盟・
産業別組合会議）は、中間支援組織と実行組
織、そして地方組織が密接に連携し、調査・
研究や人材育成を組織戦略としている。特に
ワーキング・アメリカは、ナショナルセンタ
ー直下の組織として 2003 年に設立され、会
員数約 330 万人（11 州）である。年会費 5ド
ルを支払えば誰でも会員になることができ、
各家庭を訪問し、経済情勢や政府の施策、企
業や経営者に関する情報を提供しながら組
織化を進める。その背景として、組織率の減
少（1950 年代 35％、2014 年 11・3％）、及び
労働組合を排除する経営手法が増える一方
で、労働組合の社会的影響力の低下が挙げら
れる。 
②「独立労働者(independent worker)」のよ
うに、従来労働組合の組織対象でなかった者
の増加も関係している。こうした中で組織率
を高めるとともに、労働組合の中心的機能で
ある団交を強化するには、労働組合に対する
社会的支持を回復し、また必ずしも労働組合

を支持しない経済・政治勢力への働きかけが
不可欠となった。このため、子供の貧困、教
育進学支援、学童保育、介護、 社会保障、
地域の暮らしなどにも取り組むことになる。 
③公共労働部門でも、公務員や教員へのバッ
シングが強まっている。例えば、ペンシルベ
ニア州では、公教育予算が削減され、教員の
一時解雇や学校閉鎖・チャータースクールへ
の移行がなされた。こうした中で教員組合と
コミュニティ・保護者・生徒が連帯して、そ
れぞれを支援する取り組みが進められ、一定
の成果を挙げている。 
④日本の労働組合が学ぶべき点は、企業内の
活動にととまらず、コミュニテイでの連携の
強化との活動スタイルを重視している点で
あり、労働組合の再生のための一つのあり方
を示している。 
 
（２）アメリカ調査 
ア メ リ カ で 成 功 例 の 多 い
CommunityOrganizing(Social Unionism)の実
態把握のために、IT 労働者の加盟組合である
WashTech でインタビューを実施した。アメリ
カの IT 業界はオフショアも進み、付加給付
の支払いを免れるために労働者を敢えて
independent contractor（独立業務請負人）
とする misclassification（誤分類）の問題
もある。彼らの労働条件切り下げ圧力に対抗
するにも、労働組合参加率が低下して影響力
が弱体化しつつある中、地域の低賃金反対運
動と連携をとって時給 15 ドルの州法制定な
ど成果を得ている。さらにその際の連携から
労働組合への加入へと繋げること、次世代や
組合内での人材育成のための teach-in や
advocacy、具体的な資金繰り、スローガン設
定、親団体である CWA や AFL-CIO との連携、
メンバーの diversity（多様化）への対応、
日本への示唆を導き出すため、どのように地
域の草の根の運動と連携していくべきかに
ついて話を聞いた。 
 日本への示唆として、時給の引き上げや劣
悪な労働環境の改善など、労組とコミュニテ
ィとの利害が一致する労働問題を取り上げ、
デモンストレーションなどの方法で団結し
て解決し、さらにそれを一度きりにせず、運
動に参加した人々が労働組合に加入するよ
うな説得を行っている点である。WashTech は
IT 労働者を中心としているが、コールセンタ
ーの労働者や、非正規で就労する同分野の労
働者の組織化に成功しており、既得権益を持
つ労働者集団ではなく、共通の利害関係を持
つ人々の集まりとして労働組合を再構築し
ようとしているのである。 
 しかし、そのためには地域住民と労組とが
持つ共通の課題を見つける必要があり、積極
的に地域と関わり共闘するテーマを設定せ



ねばならない。アメリカでは各個人が様々な
団体に所属しており、いろいろな顔を持って
いるという。例えば、労働組合の役員、民主
党支持者、地域コミュニティのリーダー、ボ
ランティアのメンバー、同じ教会に通う人々
などである。こうした幾つかのネットワーク
のノードを元に、弱い紐帯を辿り、コミュニ
ティ内のメンバーが抱えている悩みを集約
し、共通点を見つけているという。 
 さらに、後継者の育成の視点では、大学院
生とピザとコーラを食べながら行うティー
チ・インにより組合活動のエンパワーメント
やアドボカシーを実現している点も、若年者
の労組加入率を挙げ、労組を維持していくた
めの手法として援用可能性がある。 
 
（３）ドイツ調査 
ストを活発に行い注目されている専門職

組合（機関士組合、コックピット組合）と産
業別組合の代表である金属産業労働組合(IG 
Metall)、及び研究者のインタービューを行
った。調査から明らかになったのは、以下の
通りである。 
①専門職組合が活発化する要因として、民営
化・改革等による労働条件の悪化、産業別組
合がリストラや賃上げに十分に取り組まな
いことへの不満が挙げられる。闘争力の源泉 
としては、２つの組合には伝統があり、協約
共同体への参加などを通じて交渉のノウハ
ウを蓄積しているだけではなく、協約部門を
組織の中に設置し、早くから体制を整えてき
たこと、及び構成員数も相当な数となってお
り、交渉とストを実施できるだけの組織基盤
を有していたことを指摘できる。 
②２つの組合の構成員は、当該産業部門にお
ける基幹的職種（機関士、操縦士）である点
である。このことは、ストの効果が絶大であ
り、成果を獲得しやすいことを意味する。 
③こうした取り組みは、産業別組合との軋轢
を生じさせることになった。特に、「一企業
一労働協約」との伝統的なスタイルを崩し、
一企業に複数協約が併存することになり、
「単一労働協約法」が制定されるに至る。こ
の違憲性について議論があり、憲法裁判所に
提訴された。 
④多くの職種の労働者を組織する産業別組
合は、「連帯」を重視し、専門職組合のよう
に特定の職種の労働者の利益のみを追求で
きない点では、日本の企業別組合と共通する
点がある。他方、専門職組合に対しては、専
門職との特権を用いた「エゴイズム」との批
判がある。「連帯」と「エゴイズム」とを調
整し、これらを統合する理念が課題である。 
⑤賃金などの労働条件の不満を組織化・活動
の活発化につなげるかは労働組合にとって
重要な課題であることを再確認すべきであ

る。 
 
（3年間の成果） 
（１）労働組合法理の議論活発化のためには、
労働組合の活性化が前提である。国内外の実
情調査等を踏まえると、以下が重要である。 
①企業内にとどまらず、コミュニティ、地域
住民、市民運動等と連携することであり、こ
のためには共通する課題の探求が重要とな
る。②各労働組合の強味を生かし、労働者の
ニーズを明らかにして実現する。③全港湾な
ど産別組合の取り組み（産別協約の締結等）
は、労働者の雇用・労働条件確保に資してい
る。企業別組合ではこうした取り組みは困難
であり、企業の枠を超えた組織や活動スタイ
ルに転換するには、企業別組合の連合体の重
視、産別組織への権限・機能の委譲、地域組
合への二重加盟などを検討する必要がある。 
（２）憲法 28 条が保障する対抗的労使関係
に基づく集団的自治を実質化させるには、従
来の労働組合法理では限界があり、その見直
しが求められる。第一に、労働者概念である。
本研究では、フランチャイズの店長を取りあ
げたが、労働者に近接する者も労働者概念に
含めて、憲法28条の保護を図る必要がある。
第二に、企業側が個別企業の枠を超えたネッ
トワークを形成し、また請負や派遣などを活
用している現状に鑑みると、労働契約を基軸
とした使用者概念のとらえ方では、対抗的労
使関係を構築できない。持ち株会社、親子会
社などの特性に合わせた法理論により、使用
者概念を拡張する必要がある。第三に、イン
ターネットを用いた組合活動や取引先等に
対するボイコットという圧力行動など新奇
な活動スタイルに対しては、労使の実質的対
等性や労使間における表現の自由の特殊性
などを踏まえた理論が必要である。 
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